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教職員の懲戒処分について 

 

【処分１】 

１ 処 分 内 容  懲戒処分（減給１月） 

２ 処 分 年 月 日  令和８年１月８日 

３ 職 名 ・ 年 齢 ・ 性 別  教諭・３４歳・男性 

４ 地 域 ・ 校 種  東部地区・県立特別支援学校 

５ 発 生 年 月 日  令和７年１月２２日 

６ 事 件 ・ 事 故 の 概 要 

  当該職員は、令和７年１月２２日（水曜日）午後６時１２分頃、普通乗用自動車を運

転し、国道１６号線（西大宮バイパス）を大宮方面から川越方面へさいたま市西区大字

西遊馬２０３９番地付近道路を走行中、最高速度時速６０キロメートルのところ１１７

キロメートルで走行し、時速５７キロメートルの速度超過違反をした。 

 

 

●問合せ先 

 教育局 県立学校人事課 管理指導担当 

 遠井 

 直通 048-830-6726 内線 6726 

 E-mail: a6720@pref.saitama.lg.jp 
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